
 

 

 

 

 

 

 富士市議会から名家連に「名古屋市の精神障害者の医療費無料対象拡大への取り組みに

ついて」6 名の議員団による行政視察の依頼がありました。 

6 月 1 日、視察団をお迎えし、名古屋

の取り組みについて資料を添えて紹介し、

医療費助成で救われた家族の生の声（よ

つ葉会の綿森会長）を伝えました。皆さ

んから、静岡県や富士市の現状、名古屋

の議会要請の取り組み内容、うつ病や自

殺問題、病気と障害に対する誤解や偏見

など家族・当事者が抱える問題に至るま

で貴重な感想やご意見を頂きました。 

「皆さんから声を挙げていただくのが

一番動きやすい」「富士市でも努力した

い」との視察団の声を、医療費助成を願

う富士市の家族会に送り届けます。 

 精神障害者の医療費に関心を寄せて頂

いた視察団の皆様と、休日にもかかわらず

地域生活支援センター「そよかぜ」を会場としてご提供頂いた青木邦子施設長に心から感

謝します。 

 

 過日の理事会において、一人でも多くの家族を救出するために

全家族に「手帳・年金現況調査」を開始することにしました。集

約途中であっても次のような家族がいたら、即座にご一報くださ

い ‼ 電話は何時でもかまいません。 

◇無年金の方で 20 歳前に精神科以外の診察を受けたことがある  

◇障害が重くなっているのに額改定請求をしていない  

◇手帳申請を年金証書で済ましている（手帳 3 級では医療費助成の対象にはなりません） 

◇「国民年金なら 2 級だけど厚生年金だから 3 級なんだ」と思い込んでいる家族の方々。 

  診断書などは必ずコピーしていますか？ 現況届の際 

 の注意事項は大丈夫ですか？ 本来請求（初診日請求）、 

遡及請求や事後重症（額改定請求）など制度や請求時 

の留意点など家族の知らないことがいっぱいあります。 

備えあれば憂いなし‼」「聞くは一時の恥 知らぬは一生の恥」 
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進行役の堀田名家連事務局長（左端）と名古屋の

取り組みを視察するために訪問された議員の皆様 

入る行政視察団の皆さん 

 


